
 令元  

令和元年分）

令

和

元

、令和５

⑯　⑭の価額に基づく

　事業税の額

⑰　⑭の価額に基づく

　地方法人特別税の額

⑱　⑮の金額に基づく

　地方法人税の額

⑲　⑮の金額に基づく

　道府県民税の額

⑳　⑮の金額に基づく

　市町村民税の額

㉑　⑯の金額に基づく

　特別法人事業税の額

⑭　法人税及び事業税等の

　額の基となる価額

　（⑩−⑪−⑫−⑬）

⑬　⑪の金額に基づく

　特別法人事業税の額

⑮　⑭の価額に基づく

　法人税の額　　

㉒ 法人税等に相当する額

（⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲＋⑳＋㉑）

⑯

⑮

⑱

⑲

⑭

⑮

⑳ ⑮

４

５

６

⑭
２　⑫欄及び⑰欄は、それぞれ⑩欄及び⑭欄の金額を受託者の事業年度の所得とみなして地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計
算した「地方法人特別税の額」を記入します。
※　令和元年 10月１日より前の贈与の場合に記入し、同日以後の贈与の場合には、これらの欄は記入しません。

３　⑬欄及び㉑欄は、それぞれ⑪欄及び⑯欄の金額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した「特別法
人事業税の額」を記入します。
※　令和元年 10月１日以後の贈与の場合に記入し、同日より前の贈与の場合には、これらの欄は記入しません。
※　令和元年 10月１日以後の贈与で当該贈与の日の属する受託者の事業年度が令和元年 10月１日前に開始されている場合の⑬欄及び㉑欄は、それ
ぞれ⑪欄及び⑯欄の金額を基になお効力を有する廃止前暫定措置法（地方税法等の一部を改正する等の法律（平成 28 年法律第 13 号）附則第 31
条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第９条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法をいいます。
以下同じです。）の規定を適用して計算した「旧地方法人特別税の額」を記入します。

７　⑪欄から㉒欄までの各欄は、贈与があった日の属する事業年度ごとに計算した額の合計額を記入します。

㉒

㉒



⑦　⑥の価額に基づく

　法人税の額⑥　法人税及び事業税等

　の額の基となる価額

（②−③−④−⑤）
④　②の価額に基づく

　地方法人特別税の額

⑤　③の金額に基づく

　特別法人事業税の額

③　②の価額に基づ

　く事業税の額

②　信託に関する権

　利の価額の合計額

（表面①欄の金額）

①　信託に対する

　贈与税額

（表面③欄の金額）

⑧　⑥の価額に基づく

　事業税の額

⑭　法人税等に相当する額（⑦＋⑧
　＋⑨＋⑩＋⑪＋⑫＋⑬）

⑮ （①−⑭）の金額

⑯ ⑰ ⑱ ⑮ ⑰ ⑯ ⑲ ⑳

⑱ ⑲

⑨　⑥の価額に基づく

　地方法人特別税の額

⑩　⑦の金額に基づく

　地方法人税の額

⑪　⑦の金額に基づく

　道府県民税の額

⑫　⑦の金額に基づく

　市町村民税の額

⑬　⑧の金額に基づく

　特別法人事業税の額

⑧

⑦ ⑥

⑦

⑫

⑩

⑪

⑮ ⑭

⑦

⑯

⑲

⑳ ⑱ ⑲

６

７

８

10

11

12

13

14

⑥ 金額

４　④欄及び⑨欄は、それぞれ②欄及び⑥欄の金額を受託者の事業年度の所得とみなして地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計算

した「地方法人特別税の額」を記入します。

　※　令和元年10月１日より前の贈与の場合に記入し、同日以後の贈与の場合には、これらの欄は記入しません。

５　⑤欄及び⑬欄は、それぞれ③欄及び⑧欄の金額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した「特別

法人事業税の額」を記入します。

　※　令和元年10月１日以後の贈与の場合に記入し、同日より前の贈与の場合には、これらの欄は記入しません。

※　令和元年10月１日以後の贈与で当該贈与の日の属する受託者の事業年度が令和元年10月１日前に開始されている場合の⑤欄及び⑬欄は、そ

れぞれ③欄及び⑧欄の金額を基になお効力を有する廃止前暫定措置法の規定を適用して計算した「旧地方法人特別税の額」を記入します。

９　③欄から⑭欄までの各欄は、贈与があった日の属する事業年度ごとに計算した額の合計額を記入します。


